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【手続補正書】
【提出日】平成30年9月13日(2018.9.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ポリオレフィン系樹脂を含む多孔質フィルムと、多孔質層と、を含む非水電解液二次電
池用積層セパレータであって、
　前記多孔質層は、前記非水電解液二次電池用積層セパレータの最外層であり、
　前記多孔質層表面における６０°の鏡面光沢度が３～２６％であり、
　前記多孔質層の体積目付が０．１～２．５ｃｍ３／ｍ２であることを特徴とする非水電
解液二次電池用積層セパレータ。
【請求項２】
　前記多孔質層は、空隙率が３０％～６０％である、請求項１に係る非水電解液二次電池
用積層セパレータ。
【請求項３】
　前記多孔質層の平均膜厚は、前記多孔質フィルムの片面において０．５μｍ～１０μｍ
であることを特徴とする、請求項１または２に記載の非水電解液二次電池用積層セパレー
タ。
【請求項４】
　前記多孔質層が、前記多孔質フィルムの少なくとも一方の面に積層されている、請求項
１～３のいずれかに記載の非水電解液二次電池用積層セパレータ。
【請求項５】
　前記多孔質層が、フィラーを含む請求項１～４のいずれかに記載の非水電解液二次電池
用積層セパレータ。
【請求項６】
　前記多孔質層が、フィラーおよび樹脂を含んでおり、
　前記フィラーおよび樹脂の総量に占める前記フィラーの割合が、５～９９質量％である
ことを特徴とする、請求項１～５のいずれかに記載の非水電解液二次電池用積層セパレー
タ。
【請求項７】
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　前記樹脂が、ポリオレフィン、含フッ素樹脂、含フッ素ゴム、芳香族ポリアミド、全芳
香族ポリアミド、スチレン－ブタジエン共重合体およびその水素化物、メタクリル酸エス
テル共重合体、アクリロニトリル－アクリル酸エステル共重合体、スチレン－アクリル酸
エステル共重合体、エチレンプロピレンラバー、ポリ酢酸ビニル、融点又はガラス転移温
度が１８０℃以上の樹脂、及び、水溶性ポリマーからなる群から選ばれる少なくとも一つ
である、請求項６に記載の非水電解液二次電池用積層セパレータ。
【請求項８】
　前記樹脂が、含フッ素樹脂、含フッ素ゴム、及び、水溶性ポリマーからなる群から選ば
れる少なくとも一つである、請求項６に記載の非水電解液二次電池用積層セパレータ。
【請求項９】
　前記フィラーは無機物からなるフィラーである、請求項５～８のいずれかに記載の非水
電解液二次電池用積層セパレータ。
【請求項１０】
　前記フィラーが、炭酸カルシウム、タルク、クレー、カオリン、シリカ、ハイドロタル
サイト、珪藻土、炭酸マグネシウム、炭酸バリウム、硫酸カルシウム、硫酸マグネシウム
、硫酸バリウム、水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム、酸化カルシウム、酸化マグ
ネシウム、酸化チタン、窒化チタン、アルミナ（酸化アルミニウム）、窒化アルミニウム
、マイカ、ゼオライト、ガラス、およびフルオロアパタイトからなる群から選択される少
なくとも１種のフィラーである、請求項５～８のいずれかに記載の非水電解液二次電池用
積層セパレータ。
【請求項１１】
　前記フィラーが、アルミナ（酸化アルミニウム）、マイカ、およびフルオロアパタイト
からなる群から選択される少なくとも１種のフィラーである、請求項５～８のいずれかに
記載の非水電解液二次電池用積層セパレータ。
【請求項１２】
　前記多孔質フィルムの突き刺し強度が２Ｎ以上であることを特徴とする請求項１～１１
のいずれかに記載の非水電解液二次電池用積層セパレータ。
【請求項１３】
　前記多孔質フィルムの平均孔径は、０．０１μｍ以上、０．１４μｍ以下であることを
特徴とする請求項１～１２のいずれかに記載の非水電解液二次電池用積層セパレータ。
【請求項１４】
　正極、請求項１～１３のいずれかに記載の非水電解液二次電池用積層セパレータ、およ
び負極がこの順で配置されてなる非水電解液二次電池用部材。
【請求項１５】
　請求項１～１３のいずれかに記載の非水電解液二次電池用積層セパレータを含む非水電
解液二次電池。
【請求項１６】
　多孔質フィルムの表面上に多孔質層を形成する工程と、
　前記多孔質層表面における６０°の鏡面光沢度を、前記多孔質表面に薬剤処理を施すこ
とによって調整する工程と、を含む非水電解液二次電池用積層セパレータの製造方法。
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